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保護者の皆様へ 

南知多町教育委員会 

教育長 高橋  篤 

 

南知多町立小中学校の再開について 

 

 保護者の皆様には、年度末の臨時休校に伴い、ご家庭において、ご配慮やご対応を

いただき、誠にありがとうございます。 

さて、南知多町内の新型コロナウィルス感染予防の現状を踏まえ、お子様の学習・

生活習慣の確立と学力を保障するために、町内すべての学校を４月より再開すること

にいたしました。再開後は、文部科学省から示された、「学校再開のガイドライン」に

基づいた、感染予防対策を下記のとおりに行いますので、保護者の皆様のご理解とご

協力をお願いいたします。 

記 

 

１ 学校再開の期日 

○小学校 入学式    ４月６日（月） 

       始業式    ４月７日（火） 

○中学校 入学・始業式 ４月７日（火） 

 ※始業式の進め方や、４月８日からの予定については、各学校からの連絡でご確 

認ください。 

 

２ ご家庭で、毎朝、検温と健康観察をしてください。 

○学校が配付する記録用紙に記入し、毎日、提出してください。 

○発熱（おおむね 37度 5分以上）や咳の症状が見られる場合は、回復するまで 

登校を見合わせてください。（「欠席」ではなく「出席停止」とします） 

 ○４日程度、症状が改善しない場合や味覚・嗅覚障害がみられる場合は、必ず、病 

院に受診をしてください。 

３ 児童生徒が登校の際には、マスクの着用にご協力ください。手作りマスクでも構

いません。 

 ○飛沫感染・接触感染防止のために必要と考えています。 

 

４ 登校後、児童生徒に発熱（おおむね 37度 5分以上）や咳の症状が見られた場合、

早退としますので、保護者の方のお迎えをお願いします。 

○この場合も、「早退」ではなく「出席停止」になります。 

裏面に続きます 



 

５ 児童生徒又は、教職員の感染が確認された場合、３日間の臨時休校の措置をとり、 

校内の消毒作業を行います。その後の対応については保健所等と協議の上、決定し、

学校から連絡いたします。 

○児童生徒又は、教職員が濃厚接触者と判断された場合も保健所と協議の上、対応 

します。 

 

６ 給食は予定通り、４月８日から実施しますが、一人一人間隔をとり、向き合わせ

にせず、食事をします。小学校１年生は、学校によって開始期日が異なります。 

○感染拡大の状況によっては、給食センターを閉鎖する場合があり、急に弁当持参 

になる可能性もありますので、ご了承ください。実施については、保健所と協議 

の上、決定します。 

 

７ 部活動について 

 ○４月８日以後、練習を再開します。（各中学校からの連絡を、ご確認ください） 

 ○４月３０日まで朝練習は実施しません。（しっかり、検温をさせてください） 

 

※感染経路の遮断と体の抵抗力を付けることが重要と言われています。引き続き、 

「手洗い・うがい・マスク着用」の徹底をしていただきますとともに、「早寝・早 

起き・朝ごはん」によって生活リズムを整えて、運動によって体力を付けるなど 

健康管理に努めてください。 

 

※当面の間は、以上のような対応をしていきますが、状況が刻々と変わっておりま 

すので、変更する場合には、学校を通して、連絡させていただきます。 

 

 お手数をお掛けしますが、新型コロナウィルス感染拡大防止のため、よろしくお願

いします。 

 

 

 

 

この件に関する問合せ 教育委員会 学校教育課 TEL ６５－０７１１（中村） 


